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（再）みよし市放課後こども教室運営業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

みよし市内の放課後こども教室の運営業務を事業者に委託するにあたり、継続的・安定的に遂行

する能力及び技術力を有する事業者を選定するため、プロポーザル方式により契約の相手方となる

候補者（以下「契約候補者」という。）を選定するものとします。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務名 

みよし市放課後こども教室運営業務委託 

（２）業務内容 

（再）みよし市放課後こども教室運営業務委託仕様書のとおり 

（３）事業目的 

   ア こどもの安全・安心な居場所づくり 

   イ 多様な学習・体験・交流活動の場の提供 

   ウ 地域学校協働活動の推進 

（４）履行期間等 

業務の履行期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（３年間）とします。ま

た、契約締結の翌日（令和５年１２月を予定）から令和６年３月３１日までの間を開設準備期

間とし、業務の開始準備や支援員の確保等を行うものとします。 

（５）契約上限金額 

   総 額   １３１，３９４千円（税込） 

令和６年度  ４３，７９８千円（税込） 

令和７年度  ４３，７９８千円（税込） 

令和８年度  ４３，７９８千円（税込） 

 

３ 本契約に係る受注者の選定方法 

本契約は、公募型プロポーザルにより契約候補者を決定するものとします。 

なお、契約候補者の選定についてはみよし市放課後こども教室運営業務委託事業者選定委員会

が行うものとします。 

   

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者とします。 

なお、複数の企業による共同参加は認めません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

  であること。 

（２）契約締結日に、令和５年度みよし市競争入札参加資格者名簿に 

大分類「委託」 

中分類「その他業務委託」 

小分類「その他」 

の業種において登載されている者であること。 

（３）公告日から契約締結までの間に、「みよし市入札参加停止等措置要領（平成２５年２月２１ 

日施行）」に基づく措置及び「みよし市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書 



   

2 

 

（平成２５年３月１４日付けみよし市長等・愛知県豊田警察署長締結）」に基づく排除措置又 

はこれに準ずる措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民 

事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされて 

いる者（会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生 

手続開始の申立てがなされた者であって、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決 

定が確定した者を除く。）でないこと。 

（５）愛知県内に本店、支店又は営業所を有していること。 

（６）平成３１年度から令和５年度までの間に、放課後こども教室又は同種の事業を実施又は事業

運営を受託した実績を有していること。 

 

５ 質疑及び回答 

  本プロポーザルにおける質疑及び質疑回答については次のとおり行います。 

（１）質疑がある場合は、「質疑書」（様式第４号）に質問事項を記載のうえ、令和５年１１月

２０日（月）午後５時までに、電子メール(学校教育課メールアドレス kyouiku＠city.aic

hi-miyoshi.lg.jp）により、学校教育課に提出してください。 

なお、メールの件名は「みよし市放課後こども教室運営業務委託質疑提出（社名）」とし、 

   メールの送信後速やかにメール到着の有無を電話で学校教育課（電話番号 0561-32-8028） 

に確認してください。 

（２）質疑に対する回答については、「質疑回答書」（様式第５号）により令和５年１１月２２

日（水）にＨＰに掲載します。 

 

６ 参加申込の方法 

上記「４ 参加資格要件」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記に定める 

参加申請書類を提出してください。 

（１）参加申請書類 

  ア 参加申込書（様式第１号） 

  イ 会社概要調書（様式第２号） 

添付書類：国税、県税及び市税が課税される団体について、未納の税額がない旨の証明書 

（直近２年分・発効日から３か月以内のもの） 

  ウ 業務実績調書(様式第３号） 

  エ 会社概要（会社パンフレットなど任意） 

（２）提出部数 

   各１部 

（３）提出方法 

   みよし市役所教育部学校教育課（みよし市役所庁舎２階）窓口に直接又は郵送で提出してく

ださい。（ただし、郵送による場合は、書留郵便で提出期限までに必着のこと） 

（４）提出先 

   〒４７０－０２９５ 愛知県みよし市三好町小坂５０番地 

みよし市役所教育部学校教育課（担当：松永、山口） 

（５）提出期限 

   令和５年１１月２４日（金）午後５時まで ※期限厳守
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（６）参加資格の確認 

   参加資格の有無については、提出を受けた参加申請書類等により、参加希望者が参加資格を

満たしているかの確認を行い、令和５年１１月２８日（火）までに、参加申込書に記載された

担当者メールアドレス宛てに、電子メールで通知するものとします。 

  

７ 業務提案書等の提出 

  参加資格を有する事業者は、以下の業務提案書等を提出してください。 

  なお、提出期限以降の業務提案書等の再提出及び差替え等は認めません。また、審査終了後に

ついても提出書類の返却は行いません。 

（１）提出部数 

   各１部 

（２）提出方法 

   紙面で郵送又は直接提出するとともに、提出書類をＰＤＦ化し、電子メールに添付すること

により提出してください。 

   電子メールの表題は「みよし市放課後こども教室運営業務委託プロポーザル参加 申込（事

業者名）」とし、メール送信後には、速やかにメール到着の有無を電話で学校教育課に確認し

てください。 

（３）提出書類 

 書類名 備   考 

ア 
業務提案書等提出

届（様式第７号） 

会社名及び代表者氏名等の必要事項を漏れなく記入してくださ

い。 

イ 
業務提案書 

（様式第８号） 

以下の項目により作成してください。 

１ 会社の事業概要、営業所、担当者数と放課後こども教室又は

同種の業務実績 

２ 経営母体の財務状況（直近の決算報告書を添付すること） 

３ 配置予定者調書（様式第９号）配置予定担当者の経歴、資格、

業務経験（主担当者１名、副担当者１名以上について作成して

ください。） 

４ 教室運営の基本方針 

５ 地域・学校・保護者との連携、協力体制、地域住民の参画に

よる活動の支援体制 

６ 教室の運営体制、活動プログラムの企画・内容・実施方法 

７ 安全管理体制、緊急時の対応方法 

８ 業務従事者の配置、教育体制、育成・指導方法 

９ 業務従事者の雇用・処遇、人員確保の方策 

ウ 
見積提示金額調書 

（様式第１０号） 
見積提示金額とその内訳が分かるように作成してください。 

エ 
工程表 

（様式第１１号） 

業務開始までの準備に関する計画とスケジュールを作成してく

ださい。 

【書類作成時の注意事項】 

   ・書類は日本産業規格によるＡ４判の規格で作成してください。用紙の向きは縦向き、横

向きのどちらでもかまいません。 

   ・言語は日本語、通貨は日本円とし、横書きで文字サイズは１１ポイント以上とします。 

（ただし、図表等はこの限りではありません。） 



   

4 

 

   ・専門知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい表現に努めてください。 

   ・１事業者について１提案とします。 

   ・提出書類はア～エの順に並べ、Ａ４長辺２穴綴じで提出してください。 

（４）提出先 

   〒４７０－０２９５ 愛知県みよし市三好町小坂５０番地 

みよし市役所教育部学校教育課（担当：松永、山口） 

（５）提出期限 

   令和５年１２月８日（金）午後５時まで 

 

８ 審査の手続 

業務提案書等の審査については、下記のとおり行います。 

（１）第１次審査（書面審査） 

  ア 提出された業務提案書等について、別に定める評価基準に従い書面審査を実施します。 

  イ 第１次審査の結果、点数が上位の３者に対し、第２次審査を行うものとします。 

  ウ 第１次審査の結果及び第２次審査の案内については、令和５年１２月１２日（火）まで

に、業務提案書等提出届に記載された担当者メールアドレス宛てに、電子メールで通知す

るものとします。 

（２）第２次審査（プレゼンテーションによる審査） 

   ア 開催日時 

令和５年１２月２１日（木）午後１時から（予定） 

   イ 開催場所 

     みよし市役所 ３階 ３０１会議室 

   ウ 審査の方法 

     １事業者につき２０分以内でプレゼンテーションを実施し、その後、質疑応答の時間を

３０分程度設けます。プレゼンテーションの参加者については１団体につき５名までとし

ます。 

パソコン及びプロジェクターなどの機材の使用については可としますが、使用する機

器については参加者が用意し、機器の準備等に要する時間についてはプレゼンテーショ

ンの制限時間内で行ってください。 

   エ 説明者 

     プレゼンテーション及び質疑応答は、実施体制調書に記載した運営責任者及び担当者で

行うものとします。会場に入場できるのは５名までとします。なお、当日受付にて説明に

参加する方全員の身元確認を行うため、本人確認ができる身分証明書等を携帯してくださ

い。 
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   オ 評価基準 

     評価基準については下表のとおりです。 

項 目 事 項 評価割合  

業務体制 
ア 放課後こども教室及び同種業務の実績 

イ 企業の経営及び財務状況 
10％ 

第一次審査 

対象項目 

（評価基準

一覧表Ａ） 
担当者の能力 

ア 主（副）担当者の実務経験 

イ 放課後こども教室及び同種業務の実績 
10％ 

業務内容 
ア 教室の運営方針 

イ 教室の運営体制 
40％ 

第二次審査 

対象項目 

（評価基準

一覧表Ｂ） 業務の継続性 

ア 業務従事者の配置、教育、指導 

イ 業務従事者の雇用、処遇、人員確保の方 

策 

20％ 

提案金額 当該契約に対し、適切な提案金額であるか 20％ 

合   計 100％  

   

９ 契約候補者の選定 

（１）提出された業務提案書等を審査し、最もすぐれている提案者を契約候補者として選定し、契 

約締結に向けた手続を行います。 

（２）契約候補者となることができる最低基準点をあらかじめ定めるものとし、基準点以上の提案 

者の中から契約候補者を選定します。提案者が１者であっても本プロポーザルは成立するもの 

としますが、審査の結果、最低基準点（６割）以上の点数を得られなかった場合は、契約候補 

者として選定しません。 

 

10 審査結果の通知 

審査結果については、業務提案書等を提出したすべての者に対して、業務提案書等提出届に記

載された担当者メールアドレス宛てに、電子メールで通知するものとします。 

また、審査結果についてはみよし市ホームページに掲載し、公表するものとします。 

 

11 公募から事業者選定までのスケジュール(予定） 

内容 期日・期間等 

公募の開始 １１月１５日（水） 

参加申込 １１月１５日（水）から 

１１月２４日（金）午後５時まで 

質疑受付 １１月１５日（水）から 

１１月２０日（月）午後５時まで 

参加資格の有無の通知 １１月２８日（火） 

業務提案書等の提出 １１月２８日（火）から 

１２月８日（金）午後５時まで 

第１次審査結果通知 １２月１２日（火） 

第２次審査 

（プレゼンテーション・質疑） 
１２月２１日（木） 
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プロポーザル事業者選定委員会 １２月２１日（木） 

第２次審査結果通知 １２月２５日（月） 

契約日 １２月２８日（木）（予定） 

  ※本スケジュールは予定であり、変更となる場合があります。 

12 その他 

（１）プロポーザル参加に要する費用は全て参加者の負担とします。また、やむを得ない理由等に

より、プロポーザルが中止になった場合においても同様とします。 

（２）次に掲げる提案は無効とします。 

  ア 参加資格を有しないものが提案をした場合 

  イ 見積金額が限度額を超える提案をした場合 

  ウ 提出書類の内容に虚偽の記載があった場合 

エ 事業者選定委員会の委員等に働きかけ、審査の結果に影響力を行使しようとした場合 


